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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に実行されるべき試験の要求を受け取るステップと、
　前記患者に実行された以前の試験の結果を含む前記患者に関する情報を取り出すステッ
プと、
　前記試験が実行された後に前記試験の結果を受け取るステップと、
　前記試験の結果を前記以前の試験の結果と比較するステップであって、前記比較するス
テップが、自動化された連続比較アルゴリズムを使用して前記試験の結果及び前記以前の
試験の結果を分析するステップを含む、前記比較するステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記試験がＥＣＧである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　現在の前記試験の結果及び前記取り出された情報をプリントするステップ、
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記試験を実行する装置に前記要求及び前記患者に関する前記情報を伝送するステップ
、
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記取り出された情報が、医療履歴、年齢、性別、名前、病院識別及び命令する医師の
１つに関する患者データを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記試験の結果を記憶するステップ、
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　患者に実行されるべき試験の要求を受け取る入力装置と、
　前記患者に実行された以前の試験の結果を含む前記患者に対応する情報を取り出し、前
記試験が実行された後に前記試験の結果を受け取り、
前記試験の結果を前記以前の試験の結果と比較する管理システムであって、前記比較が、
自動化された連続比較アルゴリズムを使用して前記試験の結果及び前記以前の試験の結果
を分析することを含む、前記管理システムと、
を有するシステム。
【請求項８】
　前記管理システムが、前記情報を記憶するデータベースを含む、請求項７に記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記取り出された情報が、医療履歴、年齢、性別、名前、病院識別及び命令する医師の
１つを含む患者情報を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記以前の試験の結果が、最新の以前の試験の結果である、請求項７に記載のシステム
。
【請求項１１】
　前記以前の試験の結果が、最良の以前の試験アルゴリズムを使用して複数の以前の試験
の結果から選択され、前記最良の以前の試験アルゴリズムに対する選択基準が、最新の試
験の結果、ベースライン試験結果、及び／又は以前に補正された試験の結果を含む、請求
項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記取り出された情報が、前記患者に実行された複数の以前の試験に対応する結果の複
数のセットである、請求項７に記載のシステム。
【請求項１３】
　プロセッサにより実行可能な命令のセットを含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体に
おいて、前記命令のセットが、
　患者に実行されるべき連続ＥＣＧ試験の要求を受け取り、
　少なくとも１つの以前のＥＣＧを含む前記患者に関する情報を取り出し、
　前記要求及び前記情報をＥＣＧ取得装置に送り、
　前記試験が実行された後に前記試験の結果を受け取り、
　前記試験の結果を前記以前の試験の結果と比較し、前記比較が、自動化された連続比較
アルゴリズムを使用して前記試験の結果及び前記以前の試験の結果を分析することを含む
、
ように動作する、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くは、連続心電図（ＥＣＧ）を命令及び評価するプロセスを改良するシス
テム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＣＧは、一般に、患者の心臓の健康状態をモニタするために医療専門家により使用さ
れる。ＥＣＧは、心不整脈、心筋虚血／梗塞（心臓発作）を診断する効率的かつ効果的ツ
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ールであり、また、様々な他の状況を診断するのにも有用である。病理学的変化に加えて
、ＥＣＧ波形は、しばしば、生物学的変化をも示す。単一のＥＣＧを単独で使用すると、
診断価値は、限定的である。時間に対するＥＣＧ連続変化を検査することは、医師がより
正確な診断を行うのを助けることができる。現在のＥＣＧを以前のＥＣＧと比較すること
は、連続ＥＣＧ比較として既知のプロセスである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　患者に実行されるべき試験の要求を受け取るステップと、前記患者に関する情報を取り
出すステップと、前記試験が実行された後に前記試験に関する他の情報を受け取るステッ
プと、前記情報を前記他の情報と比較するステップとを有する方法。
【０００４】
　更に、患者に実行されるべき試験の要求を受け取る入力装置と、前記患者に対応する情
報を取り出し、前記受け取られた要求及び前記取り出された情報を組み合わせて修正され
た要求とし、前記試験を実行する装置に前記修正された要求を転送する管理システムとを
持つシステム。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明による連続ＥＣＧを要求及び評価する方法の典型的な実施例を示す。
【図２】本発明による連続ＥＣＧの要求を受け取り、処理するシステムの典型的な実施例
を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明の典型的な実施例は、同様の要素が同じ参照番号を用いて示される添付の図面及
び以下の説明を参照して更に理解されることができる。本発明の典型的な実施例は、典型
的に提供される情報より多くの情報をＥＣＧ技師及びＥＣＧオーバリーダ（overreader）
に自動的に提供することによりＥＣＧ分析の精度及び効率を改良するシステム及び方法を
記載する。本発明の典型的な実施例によると、以前のＥＣＧは、追加の患者情報と一緒に
、比較のために自動的に取り出される。典型的なシステム及び方法は、より詳細に以下に
記載される。
【０００７】
　本発明の典型的な実施例は、ＥＣＧ記憶機能及び／又はＥＣＧ取得に対する装置を持つ
システムを使用して実施されることができる。ＥＣＧ記憶機能を持つ典型的なシステムは
、例えば、ＥＣＧ管理システム、病院情報システム（ＨＩＳ）、電子医療記録システム（
ＥＭＲ）、又は医師の診療所、外来診療所若しくは病院で使用される他の臨床情報システ
ム（ＣＩＳ）を含みうる。したがって、ここで称されるＥＣＧ管理システムは、これらの
タイプの典型的なシステム又は同等物のいずれであってもよい。ＥＣＧ取得装置は、例え
ば、心電計、診断ＥＣＧ機能を持つ除細動器、患者家庭用モニタ、患者ベッドサイドモニ
タ、又は診断ＥＣＧ機能を持つ如何なる装置でありうる。
【０００８】
　ＥＣＧは、幅広い種類の状態を診断するために医療専門家により使用される。心不整脈
を診断する最良の方法であることに加えて、ＥＣＧは、心筋梗塞、高カリウム血症及び低
カリウム血症のような電解質平衡異常、右及び左脚ブロックのような伝導異常、虚血性心
疾患、肺塞栓症、及び低体温症を診断するのに使用されることができる。
【０００９】
　連続ＥＣＧ分析は、１以上の以前に取られたＥＣＧを併用する患者の現在のＥＣＧの評
価及び解釈である。このプロセスの自動化は、患者ケアにおいて医師又は介護者に役立つ
ことができる。連続ＥＣＧ分析は、単一のＥＣＧ分析に起因することができる偽陰性及び
偽陽性を克服するのを助けることができる。現在のＥＣＧが以前のＥＣＧと比較され、前
記現在のＥＣＧが前記以前のＥＣＧと大幅に異ならない場合には現在の状態が保持される
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ので、このような偽陰性及び偽陽性は、補正される。更に、連続ＥＣＧ分析は、単一のＥ
ＣＧでは難しいリード逆転検出を大きく単純化する。例えば、左腕電極及び左脚電極が交
換される場合、これは、高度に熟練したオーバリーダでさえも単一のＥＣＧを用いて検出
することは非常に難しく、自動アルゴリズムにとっては実質的に不可能である。対照的に
、現在のＥＣＧ及び少なくとも１つの以前のＥＣＧを使用することにより、このプロセス
は、正確に自動化されることができる。加えて、連続ＥＣＧ分析の利点は、医師及び高度
に熟練したＥＣＧオーバリーダに限定されず、多くの心電計オペレータが、ＥＣＧを解釈
することができ、同じ利益を実現することができる。
【００１０】
　図１は、本発明による典型的な方法１００を示す。ステップ１１０において、患者に対
して取られるべき定期的なＥＣＧの要求が受け取られる。このような要求は、典型的には
、前記患者を治療している主治医から受け取られる。前記要求は、電子システム内に受け
取られることができ、前記電子システムは、ＥＣＧ要求を処理することを目的とするシス
テム、様々なタイプの試験の要求を処理するシステム、又は多目的コンピュータシステム
であることができる。前記要求に対する入力は、バーコード又はこのような識別子、患者
ＩＤ番号、病院内の患者のリストからの患者の名前の選択等を受け取るように構成された
装置によりスキャンされることができる他のこのような識別子を含む（ただしこれらに限
定されない）様々な形を取ることができる。前記システムは、前記要求を入力するのに使
用される識別子を越えた患者情報（例えば、年齢、性別、患者の現在の及び以前の健康履
歴に関する情報等）を記憶することができる。
【００１１】
　ステップ１２０において、前記患者の医療情報が取り出される。取り出されるべき情報
は、上述のように前記患者を選択するのに使用される識別子を越えて前記システム内の前
記患者に関して記憶された情報を含むことができる。しかしながら、具体的には、以前の
ＥＣＧが取り出される。このステップは、例えば、前記患者に対するファイル上の全ての
以前のＥＣＧの取り出し、最新のＥＣＧのみの取り出し、又は最良の以前のＥＣＧアルゴ
リズムによって前記ＥＣＧ管理システムにより選択された１以上のＥＣＧの取り出しを含
むことができる。前記最良の以前のＥＣＧアルゴリズムに対する典型的な選択基準は、例
えば、１つの最新のＥＣＧ、ベースラインＥＣＧ等を含むことができる。
【００１２】
　他の典型的な実施例において、心臓専門医は、（より詳細に以下に記載される）典型的
なシステム内の記憶場所に記憶された前記患者に対する全ての前記以前のＥＣＧに対して
アクセスを持ちうる。前記以前のＥＣＧに対するアクセスは、前記心臓専門医が、前記記
憶されたＥＣＧが補正されることを示すようにマークされる（例えば、フラグ又は他の電
子識別子）ことができる以前に記録されたＥＣＧの１つを補正することを可能にすること
もできる。したがって、この選択アルゴリズムは、比較に対する最良の利用可能なＥＣＧ
として以前に補正されたＥＣＧを選択することができる。より詳細に以下に記載されるよ
うに、前記典型的な実施例の利益の１つは、新しいＥＣＧ単独に基づく偽陰性及び偽陽性
の除去である。比較に対する以前に補正されたＥＣＧの使用は、このような偽陰性及び偽
陽性を除去するのを援助することができる。
【００１３】
　ステップ１３０において、ステップ１１０において受け取られた前記ＥＣＧ要求は、Ｅ
ＣＧ技師に転送される。これは、典型的には、ＥＣＧ管理システムによる又は代替的には
汎用病院コンピュータネットワークによる伝達により達成されることができる。前記要求
は、自動的に前記ＥＣＧ取得装置にプッシュされることができるか、ネットワーク又はデ
ィスケット、メモリスティック若しくはフラッシュカードのようなメモリ装置を介して前
記技師により前記ＥＣＧ取得装置にダウンロードされることができる。このステップにお
いてＥＣＧ技師に送信された前記ＥＣＧ要求は、ステップ１２０において取り出された前
記患者情報を含む。
【００１４】
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　ステップ１４０において、前記ＥＣＧ取得装置のオペレータは、新しいＥＣＧを記録す
る。このステップは、典型的には、当技術分野において周知である標準的な方法によって
進められることができる。ステップ１４０において、前記現在のＥＣＧは、ステップ１２
０において取り出された１以上の以前のＥＣＧ及び他の情報とともに前記ＥＣＧ取得装置
オペレータに対して表示される。この時点で、上述のように、前記ＥＣＧ取得装置オペレ
ータは、前記表示された以前のＥＣＧに対して前記現在のＥＣＧを見ることによりリード
逆転が生じているかどうかを決定し、必要であればＥＣＧを繰り返すことができる。
【００１５】
　ステップ１５０において、前記新しいＥＣＧ及び前記以前のＥＣＧは、自動化された連
続比較アルゴリズムにより分析される。前記アルゴリズムは、ＥＣＧにより診断可能であ
ると上で述べられた状態、又は診断可能である他の状態のいずれかを検出するように設計
されることができる。当業者は、前記新しいＥＣＧの様々なフィーチャを分析する及び／
又は前記新しいＥＣＧを古いＥＣＧと比較することにより、前記自動化されたアルゴリズ
ムが、（例えば、臨床的に重要なＥＣＧ変化を識別することにより）幾つの状態でも検出
することができることを理解するだろう。即時の連続分析のこの自動化されたステップは
、心臓専門医又はオーバリーダが新しいＥＣＧを読むまで数時間又は数日待機する代わり
に、即時のケアを要求する状態を識別することができる。
【００１６】
　ステップ１６０において、前記新しいＥＣＧ及び前記自動化された連続比較の結果は、
ＥＣＧ報告の一部として記憶される。ステップ１７０において、前記新しいＥＣＧ及び前
記以前のＥＣＧは、前記自動化された連続比較と一緒に、前記患者の記録の一部として、
及び前記医師による評価に対してプリントされる。
【００１７】
　図２は、本発明による典型的なシステム２００を示す。システム２００は、上述の典型
的な方法１００により動作することができる。
【００１８】
　システム２００は、入力端末２１０を含むことができる。上述のように、前記入力端末
は、ＥＣＧ要求を受け取るように専用化されたコンピュータ端末、ＥＣＧ要求及び他のタ
イプの試験の要求の両方に対して使用される端末、又は病院コンピュータネットワーク上
の汎用コンピュータであることができる。要求の実際の入力は、コンピュータマウス及び
キーボード、例えば患者のカルテ上に配置されたバーコードをスキャンすることができる
バーコードスキャナ、又は当技術分野において既知であるデータ入力の他の手段であるこ
とができる入力手段２２０を使用して達成されることができる。
【００１９】
　典型的な方法１００を参照して上で述べられたように、前記要求は、入力端末２１０か
らＥＣＧ管理システム２３０に送られる。ＥＣＧ管理システム２３０は、データベース２
４０を含むことができる。データベース２４０は、治療されている患者に対する以前のＥ
ＣＧ、これらの患者に関連する医療記録等を含むが、これらに限定されない患者情報を記
憶することができる。
【００２０】
　１つの典型的な実施例において、データベース２４０に記憶された前記患者情報は、前
記以前のＥＣＧ及び名前、年齢、性別、医療履歴、アレルギ等のような追加の情報を含む
ことができ、これら全ての情報は、新しいＥＣＧに対して必要とされる場合に取り出され
ることができる。他の典型的な実施例において、データベース２４０は、前記以前のＥＣ
Ｇを記憶するように専用化されることができ、前記追加の情報は、病院内の異なる患者記
録システム、他の中央ロケーション、又はＥＣＧ取得装置２５０において局所的に記憶さ
れることができる。例えば、前記追加の患者情報は、例えば、患者のカルテ、患者のリス
トバンド等に含められるバーコード、磁性ストライプ、ＲＦＩＤ装置等のような記憶装置
に記憶されることができる。ＥＣＧ取得装置２５０は、前記記憶装置を読み出すデータ入
力装置（図示されない）を更に含むことができる。ＥＣＧ取得装置オペレータは、前記記
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憶装置から前記追加の患者情報を取り出すために前記記憶装置をスキャンすることができ
るのに対し、前記以前のＥＣＧは、データベース２４０から取り出されることができる。
【００２１】
　要求が入力端末２１０から受け取られる場合に、ＥＣＧ管理システム２３０は、前記患
者に関する情報をデータベース２４０から取り出す。典型的な方法１００を参照して上で
述べられたように、前記情報は、典型的には、少なくとも１つの以前のＥＣＧを含むこと
ができる。この後に、前記要求は、ＥＣＧ取得装置２５０に伝送される。この伝送は、Ｅ
ＣＧ管理システム２３０が要求を処理した場合に、又はＥＣＧ取得装置２５０のオペレー
タにより開始される場合に、自動的に生じることができる。例えば、前記患者が、前記Ｅ
ＣＧ試験の実施に到達する場合に、前記オペレータは、ＥＣＧ取得装置２５０に取り付け
られたバーコードスキャナ（図示されない）を使用して前記患者のカルテ上のバーコード
をスキャンすることができる。この情報は、ＥＣＧ管理システム２３０に伝送されること
ができ、ＥＣＧ管理システム２３０は、前記患者ＩＤに対応する情報を取り出し、前記情
報をＥＣＧ取得装置２５０に伝送することができる。
【００２２】
　ＥＣＧ取得装置２５０は、前記患者に対するＥＣＧを得るのに使用され、これは、当技
術分野において既知の標準的なＥＣＧ方法に従うことにより達成される。この後に、現在
のＥＣＧ及び以前のＥＣＧの両方が、ディスプレイ２６０を使用して読まれることができ
る。加えて、これらは、プリンタ２７０を使用してプリントされることができる。前記現
在のＥＣＧを含むデータは、データベース２４０における記憶のためにＥＣＧ管理システ
ム２３０に戻されることができる。
【００２３】
　図２に示される典型的なシステム２００が、単一の入力端末２１０、単一のＥＣＧ取得
装置２５０、単一のディスプレイ２６０、及び単一のプリンタ２７０を含むのに対し、当
業者は、現代の病院環境が１より多い上記要素を含むことができることに注意すべきであ
る。例えば、上述のように、前記新しいＥＣＧは、データベース２４０に記憶されること
もできる。したがって、オーバリーダは、局所的に（例えば、病院内の端末場所において
）又は離れて（例えば、ＥＣＧ管理システム２３０を含むネットワークに対してアクセス
を持つ他の場所において）のいずれかで、特定の患者情報を含む前記新しいＥＣＧ及び古
いＥＣＧにアクセスすることができる。
【００２４】
　前記典型的な方法及びシステムの使用によって、連続ＥＣＧは、主治医により容易に命
令されることができる。ＥＣＧ管理システム２３０は、医師により（例えば、ＥＣＧ管理
システム２３０内のスケジューリングアルゴリズムの包含により）命令される場合に命令
されたＥＣＧ試験が時宜に即して実行されることを保証するように使用されることもでき
る。例えば、ＥＣＧ命令が受け取られると、ＥＣＧ管理システム２３０は、利用可能なＥ
ＣＧ取得装置２５０の数、動作の時間等のようなパラメータに基づいて前記命令されたＥ
ＣＧをスケジューリングすることができる。更に、患者情報は、前記ＥＣＧ管理システム
により自動的に付加されるので、ＥＣＧ技師又はオーバリーダは、手書きのＥＣＧ命令を
用いて典型的に提供される情報より多くの情報を持つ。最後に、ＥＣＧ管理システム２３
０は、ＥＣＧ試験に対する請求書作成を完了するのに使用されることもできる。例えば、
新しいＥＣＧがデータベース２４０に記憶される場合に、ＥＣＧ管理システム２３０は、
新しいＥＣＧ試験が患者に対して実行され、前記患者又は保険会社が前記試験に対して請
求されるべきであることを示すメッセージ又は信号を請求書作成システムに送ることがで
きる。
【００２５】
　上記の典型的な実施例は、具体的に連続ＥＣＧ試験を参照して記載されている。しかし
ながら、本発明のより広い原理が、自動化された命令により及び／又は時間に対する医療
状態の発展の評価に対する結果の系列を提供することにより改良されることができる如何
なるタイプの試験にも同等に適用可能であることに注意すべきである。
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【００２６】
　様々な修正が本発明の精神又は範囲から逸脱することなしに本発明において行われるこ
とができることは、当業者に明らかである。したがって、本発明は、添付の請求項及び同
等物の範囲内に入るならば、本発明の修正例及び変形例をカバーすることが意図される。

【図１】 【図２】



(8) JP 5727225 B2 2015.6.3

10

フロントページの続き

(72)発明者  ゾウ　ソフィア　フアイ
            アメリカ合衆国　ワシントン州　９８０４１－３００３　ボゼル　ピーオー　ボックス　３００３

    審査官  湯本　照基

(56)参考文献  特開２００７－１９０２２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０４１０７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１２４８００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１９０２２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２５２２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／０４０２　　
              Ｇ０６Ｑ　　５０／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

